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 令和４年度 島田市財政の健全性に関する比率 

 

 

１ 健全化判断比率 

                                （単位：％） 

健全化判断比率 島田市 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 ―    12.23 20.00 

連結実質赤字比率 ―    17.23 30.00 

実質公債費比率 5.8     25.0  35.0 

将来負担比率 5.9 350.0  

 

 

２ 公営企業の資金不足比率 

                           （単位：％） 

公営企業の名称 島田市 経営健全化基準 

島田市水道事業会計 ― 20.0 

島田市病院事業会計 ― 20.0 

島田市公共下水道事業会計 ― 20.0 
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年
度

比
率

（
7
.1
1
4
4
9）

を
下

回
っ

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
す

。

地
方

債
の

元
利

償
還

金
＋

準
元

利
償

還
金

－
⑧

特
定

財
源

の
額

－
元

利
償

還
金

・
準

元
利

償
還

金
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
算

入
額

標
準

財
政

規
模

－
元

利
償

還
金

・
準

元
利

償
還

金
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
算

入
額

Ａ Ｂ
×

1
0
0
（
％

）

①
～

⑦
⑨

～
⑭

⑮
～

⑰
⑨

～
⑭

○
実

質
公

債
費

比
率

は
、

次
の

算
式

に
よ

る
比

率
の

過
去

３
ヵ

年
度

の
平

均
数

値
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Ｃ
参

考
③

の
Ｂ

将
来

負
担

比
率

（
％

）

ー
＝

充
当

可
能

基
金

額
特

定
財

源
見

込
額

基
準

財
政

需
要

額
算

入
見

込
額

Ｃ

組
合

等
負

担
等

見
込

額
退

職
手

当
負

担
見

込
額

設
立

法
人

の
負

債
額

等
負

担
見

込
額

連
結

実
質

赤
字

額

組
合

等
連

結
実

質
赤

字
額

負
担

見
込

額

公
営

企
業

債
等

繰
入

見
込

額

充
当

可
能

財
源

等

参
考

④
　

将
来

負
担

比
率

の
状

況

将
来

負
担

額

地
方

債
の

現
在

高

債
務

負
担

行
為

に
基

づ
く

支
出

予
定

額

○
標

準
的
な

一
般
財
源

の
規
模
で
あ

る
「
標
準

財
政
規
模

」
に
対
す
る

令
和
４
年

度
末
の
地

方
債
等
負
債

残
高
（
将

来
負
担
額

）
の
比
率
で

す
。

○
将

来
負
担

額
に
つ
い

て
は
、
充
当

可
能
基
金

額
、
特
定

財
源
見
込
額

及
び
普
通

交
付
税
の

基
準
財
政
需

要
額
に
算

入
さ
れ
る

見
込
金
額
を

控
除

し
て

算
定
し
ま

す
。

○
令

和
４
年

度
将
来
負

担
比
率
が

5
.
9
％

と
な
っ
た
要

因

・
債

務
負

担
行

為
に

基
づ

く
支

出
予

定
額

、
退

職
手

当
負

担
見

込
額

の
減

が
あ

り
ま

し
た

が
、

そ
れ

以
上

に
地

方
債

の
現

在
高

、
公

営
企

業
債

等
繰

入
見

込
額

の
増

に
よ

り
、

ト
ー

タ
ル

で
将

来
負

担
額

が
増

加
し

ま
し

た
。

・
基

準
財

政
需

要
額

算
入

見
込

額
の

増
に

よ
り

充
当

可
能

財
源

等
も

増
加

し
た

も
の

の
、

将
来

負
担

額
合

計
が

上
回

っ
た

た
め

分
子

が
プ

ラ
ス

の
値

と
な

り
、

将
来

負
担

比
率

が
算

定
さ

れ
ま

し
た

。

将
来

負
担

額
－

充
当

可
能

基
金

額
－

特
定

財
源

見
込

額
－

地
方

債
現

在
高

等
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
算

入
見

込
額

標
準

財
政

規
模

－
元

利
償

還
金

・
準

元
利

償
還

金
に

係
る

基
準

財
政

需
要

額
算

入
額

Ｃ

参
考

③
の

Ｂ

○
将

来
負

担
比

率
は

、
次

の
算

式
に

よ
っ

て
算

出
し

た
数

値

×
1
0
0
（
％

）
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